
2025 年 7 月 15 日 

東京工科大学コーオプ教育 

運用と報酬について 

 

 

運用について 

・面談は、今後全てWebで実施とします。 

・電話フォローは、専用携帯電話を使用してのご自宅等での実施とします。 

 

報酬について  ※赤字部分は 2025年後期よりの変更点です。 

１． 事前面談・事後面談 

・学生1名につき、1時間45分（面談45分、面談シート 60分）に時給を乗算し業務委託料とさせていただ

きます。 

・お支払いは、一人あたりの業務委託料×実施した面談人数とさせていただきます。 

・事前キャンセルにつきましては、実施日の 2日前以降に発生の場合、面談時間（45分）分のキャンセル料

金のお支払いとなります。 

 実施日の3日前までにご連絡したキャンセルはお支払い対象にはなりません。 

 

・当日学生が面談に参加しなかった場合につきましても、面談時間（45分）分のキャンセル料金のお支払い

となります。 

ただし、事後面談において、学生からの事前連絡なくキャンセルとなった場合は、事後面談シートを作成

いただき、学生1名につき通常の面談実施と同じく1時間 45分に時給を乗算しお支払いいたします。 

 

２．電話フォロー 

・学生1名につき、45分（15分の電話フォロー、30分の週報読み込みとフォローシート作成）に時給を乗

算し業務委託料とさせていただきます。 

 

 ・3回かけても学生に繋がらず、また学生からの折り返しもなくフォローが実施できなかった場合には、1

名につき15分の報酬のお支払いとなります。  

 

 ・実施週火曜の「電話フォロー提出用シート」配信後にフォロー中止の学生が生じた場合には、 

1名につき15分の報酬のお支払いとなります。 

 

 

３．紹介シート 

学生1名につき、30分に時給を乗算し業務委託料とさせていただきます。 
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ご請求方法 

１．請求締め日について 

ご担当いただいた業務の実施実績数を月末で締め、翌月末日にご指定の口座にお振込みいたします。 

 

２．請求書について 

・実施数量と金額を集計した後、弊社にて請求書をご用意し、原則として実施月の翌月初めに 

メール添付でお送りいたします。 

・内容を確認いただき、振込口座情報のご入力、ご捺印の上 PDFファイルにてメール添付で 

パットコーポレーション宛にお送りいただきます。 

・複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制

度）が導入された為、適格請求書発行事業者として登録された事業者の方は、適格請求書を発行して頂き

ます。事業者登録の有無によって、それぞれのフォーマットを使用して請求書を発行して頂きます。免税 

事業者の方については、免税事業者向けの請求書を発行して頂きます(税込計上)。 

 

■免税事業者                  ■適格請求書発行事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・適格請求書発行事業者の方が請求書を発行して頂く場合、税込金額と税抜金額に消費税を足した合計金額 

では、消費税率1.1を除する消費税計算を行った場合、どうしても誤差が発生いたします。その差を埋め 

るために差額調整を行っておりますが、端数処理を行うと差額調整を行っても差が埋まらない場合があり 

ます。(次頁参照) 
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【請求書作成例】 

 

例 ※基本時給1,500円の場合 

 数量 税込単価 税込単価集計 税抜単価 税抜単価集計 

面談＆報告書 3 2,625 7,875 2,387 7,161 

面談ｷｬﾝｾﾙ・聴講 
1 1,125 1,125 1,023 1,023 

電話フォロー 
2 1,125 2,250 1,023 2,046 

電話ﾌｫﾛｰｷｬﾝｾﾙ 0 375 0 341 0 

紹介シート 3 750 2,250 682 2,046 

レクチャー 0 0 0 0 0 

小計①   13,500  12,276 

小計①の消費税10％…ア     1,228 

小計①+消費税10％…イ     13,504 

調整(小計①-イ)     -4 

小計②調整後の税抜計…ウ     12,272 

ウの消費税     1,227 

ウ+消費税     13,499 

税込単価の小計①とウ+消費税の差     -1 

 

この差は、都度計算によって、プラスになることもあれば、マイナスになることもございます。差額は 

凡そプラスマイナス2円程度に収まる想定をしております。この差額は税計算後に算出さるものですの 

で、この差額を改めて額面に計上する事ができません。何卒ご理解頂きたく存じます。 

 

 

以上 


